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議案第 １１８ 号  

 

周南市大田原自然の家条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市大田原自然の家条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和６年１２月３日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子  

 

周南市大田原自然の家条例の一部を改正する条例 

周南市大田原自然の家条例（平成15年周南市条例第113号）の一部を次のように改

正する。 

題名を次のように改める。 

  周南市中須自然の家条例 

第１条中「自然の家」を「周南市中須自然の家（以下「自然の家」という。）」に

改める。 

第２条の表を次のように改める。 

名称 周南市中須自然の家 

位置 周南市大字中須南2281番地 

第３条中「周南市大田原自然の家（以下「自然の家」という。）」を「自然の家」

に改める。 

第17条第１項中「周南市大田原自然の家運営協議会」を「周南市中須自然の家運営

協議会」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第12条関係） 

 周南市中須自然の家使用料 

区分 
宿泊する場合 

（１泊１人につき） 

宿泊しない場合 

（１人につき） 
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小学校就学前の者 無料 無料 

市内の小・中学生 120円 無料 

市外の小・中学生 230円 70円 

満25歳以下の者 320円 150円 

その他の者 480円 320円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から２年を超えない範囲内において教育委員会規則で定め

る日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の周南市中須自然の家条例の規定による周南市中須自然の

家の利用の許可申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前にお

いても行うことができる。 

（周南市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正） 

３ 周南市報酬及び費用弁償支給条例（平成15年周南市条例第38号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１中「大田原自然の家運営協議会委員」を「中須自然の家運営協議会委

員」に改める。 
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（参  考）  

周南市大田原自然の家条例新旧対照表  

現行  改正案  

周南市大田原自然の家条例  

 

周南市中須自然の家条例  

 

（設置）  （設置）  

第１条  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年

法律第 162号）第 30条の規定により、集団宿泊訓練及び野外活

動等を通じて心身ともに健全な青少年を育成するため、自然

の家を設置する。  

 

第１条  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年

法律第 162号）第 30条の規定により、集団宿泊訓練及び野外活

動等を通じて心身ともに健全な青少年を育成するため、周南

市中須自然の家（以下「自然の家」という。）を設置する。  

（名称及び位置）  （名称及び位置）  

第２条  自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。  第２条  自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称  周南市大田原自然の家  

位置  周南市大字中須北 3194番地  
 

名称  周南市中須自然の家  

位置  周南市大字中須南 2281番地  
 

  

（業務）  （業務）  

第３条  周南市大田原自然の家（以下「自然の家」という。）

は、次に掲げる業務を行う。  

第３条  自然の家は、次に掲げる業務を行う。  

(１ )～ (３ ) （略）  

 

(１ )～ (３ ) （略）  

 

（運営協議会）  （運営協議会）  

第 17条  自然の家の適正かつ円滑な運営を図るため、周南市大

田 原 自 然 の 家 運 営 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） を 置

く。  

第 17条  自然の家の適正かつ円滑な運営を図るため、周南市中

須自然の家運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。  
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現行  改正案  

２～７  （略）  

 

２～７  （略）  

 

別表（第 12条関係）  別表（第 12条関係）  

周南市大田原自然の家使用料  周南市中須自然の家使用料  

 

区分  
宿泊する場合  宿泊しない場合  

（１泊１人につき）  （１人につき）  

青

少

年  

市内の小・中学生  120円  無料  

市外の小・中学生  230円  70円  

その他（学齢に達

しない者は除

く。）  

320円  150円  

その他の者  480円  320円  
 

 

区分  
宿泊する場合  宿泊しない場合  

（１泊１人につき）  （１人につき）  

小学校就学前の者  無料  無料  

市内の小・中学生  120円  無料  

市外の小・中学生  230円  70円  

満 25歳以下の者  320円  150円  

その他の者  480円  320円  
 

備考  青少年とは満 25歳以下の者をいう。   
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周南市報酬及び費用弁償支給条例新旧対照表（附則第３項の改正）  

現行  改正案  

別表第１（第２条関係）  別表第１（第２条関係）  

職名  区分  支給額  

（略）  

（略）  日額  5,900円  

（ 日 額 の 報 酬 を 受 け

る 者 で 委 員 長 若 し く

は 会 長 の 職 に あ る 者

は 、 こ の 表 に 定 め る

報酬日額に 500円を加

えた額とする。）  

大田原自然の家運営協議会委員  

（略）  

（略）  
 

職名  区分  支給額  

（略）  

（略）  日額  5,900円  

（ 日 額 の 報 酬 を 受 け

る 者 で 委 員 長 若 し く

は 会 長 の 職 に あ る 者

は 、 こ の 表 に 定 め る

報酬日額に 500円を加

えた額とする。）  

中須自然の家運営協議会委員  

（略）  

（略）  
 

 


